
事 務 連 絡 

令和４年４月 21 日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その６） 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主

管部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期

高齢者医療主管課(部)あて連絡しましたので、別添団体各位におかれましても、

関係者に対し周知を図られますよう協力方お願いいたします。 

 



（別添） 

公益社団法人 日本医師会 御中 

公益社団法人 日本歯科医師会 御中 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

一般社団法人 日本病院会 御中 

公益社団法人 全日本病院協会 御中 

公益社団法人 日本精神科病院協会 御中 

一般社団法人 日本医療法人協会 御中 

一般社団法人 日本社会医療法人協議会 御中 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 御中 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

公益社団法人 日本看護協会 御中 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

公益財団法人 日本訪問看護財団 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 御中 

独立行政法人 地域医療機能推進機構本部 御中 

独立行政法人 労働者健康安全機構本部 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

健康保険組合 御中 

公益社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

文部科学省高等教育局私学行政課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房教養厚生課 御中 

防衛省人事教育局 御中 

労働基準局労災管理課 御中 

労働基準局補償課 御中 

各都道府県後期高齢者医療広域連合 御中 

 



 

事  務  連  絡 

令和４年４月 21 日 

 

 

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）      御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その６） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和４年厚生労働省告示第 54 号）等につい

ては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和４年３月

４日保医発 0304 第１号）等により、令和４年４月１日より実施することとしているとこ

ろであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添のとおり取りまとめたので、本

事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。 



（別添） 

医－1 

医科診療報酬点数表関係 

 

【外来感染対策向上加算、感染対策向上加算】 

問１ 区分番号「Ａ２３４－２」の「３」感染対策向上加算３について、「入

院初日及び入院期間が 90 日を超えるごとに１回」算定できることとされ

ているが、令和４年３月 31 日以前から継続して入院している患者につい

ても算定可能か。 

（答）算定可。この場合において、当該加算の算定に係る入院期間の起算日は、

入院日とし、令和４年３月 31 日時点で既に入院期間が 90 日を超えている

場合であっても、入院日を基準として 90 日を超えるごとに算定すること。 

 

問２ 区分番号「Ａ０００」初診料の注 11 及び区分番号「Ａ００１」再診料

の注 15 に規定する外来感染対策向上加算並びに区分番号「Ａ２３４－２」

感染対策向上加算の施設基準における「地域の医師会」とは、郡市区等医

師会及び都道府県医師会のいずれも該当するか。 

（答）そのとおり。 

 

問３・ 区分番号「Ａ２３４－２」感染対策向上加算の注２に規定する指導強

化加算の施設基準における「感染制御チームの専従医師又は看護師が、

過去１年間に４回以上、感染対策向上加算２、感染対策向上加算３又は

外来感染対策向上加算に係る届出を行った保険医療機関に赴き院内感

染対策に関する助言を行っていること」、 

・ 「Ａ０００」初診料の注 12、区分番号「Ａ００１」再診料の注 16 及

び「Ａ２３４－２」感染対策向上加算の注３に規定する連携強化加算の

施設基準における「当該保険医療機関が連携する感染対策向上加算１に

係る届出を行った他の保険医療機関に対し、過去１年間に４回以上、感

染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること」 

については、「令和５年３月 31 日までの間に限り、当該基準を満たすもの

とみなす」こととされているが、令和５年３月 31 日までの間に指導強化

加算又は連携強化加算の届出を行う場合は、指導強化加算にあっては別添

７の様式 35 の３における「過去１年間に、届出保険医療機関の感染制御

チームの専従医師又は看護師が赴いて院内感染対策に関する助言を行っ

た保険医療機関名」を、連携強化加算にあっては別添７の様式１の５にお

ける「過去１年間に、感染症の発生状況等について報告を行った感染対策

向上加算１の保険医療機関名」を記入しなくてもよいか。 

（答）よい。 



医－2 

 

【救命救急入院料、特定集中治療室管理料】 

問４ 区分番号「Ａ３００」救命救急入院料の注１及び区分番号「Ａ３０１」

特定集中治療室管理料の注１における「急性血液浄化（腹膜透析を除く。）

又は体外式心肺補助（ＥＣＭＯ）を必要とするもの」には、急性血液浄化

（腹膜透析を除く。）又は体外式心肺補助（ＥＣＭＯ）を現に実施してい

る患者のほか、一連の入院期間中にこれらを実施していた患者も含まれる

か。 

（答）含まれる。 

 

【早期離床・リハビリテーション加算】 

問５ 区分番号「Ａ３００」救命救急入院料の注８、区分番号「Ａ３０１」特

定集中治療室管理料の注４、区分番号「Ａ３０１－２」ハイケアユニット

入院医療管理料の注３、区分番号「Ａ３０１－３」脳卒中ケアユニット入

院医療管理料の注３、区分番号「Ａ３０１－４」小児特定集中治療室管理

料の注３に規定する早期離床・リハビリテーション加算（以下単に「早期

離床・リハビリテーション加算」という。）について、「入室した日から起

算して 14 日を限度として」算定できることとされているが、 

① 一連の入院期間中に、早期離床・リハビリテーション加算を算定でき

る２以上の治療室に患者が入院した場合、当該加算の算定上限日数はど

のように考えればよいか。 

② 早期離床・リハビリテーション加算を算定できる治療室に入院し、退

院した後、入院期間が通算される再入院において再度当該加算を算定で

きる治療室に入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考え

ればよいか。 

（答）それぞれ以下のとおり。 

① それぞれの治療室における早期離床・リハビリテーション加算の算定

日数を合算した日数が 14 日を超えないものとすること。 

② 初回の入院期間中の早期離床・リハビリテーション加算の算定日数と、

再入院時の当該加算の算定日数を合算した日数が14日を超えないものと

すること。  

 

【成育連携支援加算】 

問６ 区分番号「Ａ３０３」総合周産期特定集中治療室管理料の注３に規定す

る成育連携支援加算の施設基準における成育連携チームの「専任の常勤看

護師」及び「専任の常勤社会福祉士」は、区分番号「Ａ２４６」入退院支



医－3 

援加算における専任の看護師又は専任の社会福祉士が兼任することは可

能か。 

（答）可能。 

なお、入退院支援加算において各病棟に専任で配置されている「入退院支

援及び地域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士」が兼任することも

差し支えないが、この場合は、入退院支援加算に係る入退院支援及び地域連

携業務並びに成育連携チームの業務のみ実施可能であること。 

 

【投薬】 

問７ 湿布薬については、１処方当たりの枚数が制限されているが、これは湿

布薬の種類ごとの上限枚数ではなく、１処方における全ての種類の湿布薬

の合計に係る上限枚数という理解でよいか。 

（答）よい。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について（その１）」（平

成 28 年３月 31 日事務連絡）別添１の問 128 は廃止する。 


